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日本旅行共済会（ほっと・ネットワ－ク）事業運営規則
日本旅行共済会（ほっと・ネットワ－ク）事業運営規則

　第１章  （略）

第２章第１節　慶祝金の給付 　第１章  （略）

　（結婚祝金） 第２章第１節　慶祝金の給付
　第 4 条 　（結婚祝金）

　1 一般会員及び特別会員（以下会員という）が結婚したときに、次の結婚祝金を給付する。金額３０，０００円 　第 4 条

　2　　（略） 　1 一般会員及び特別会員（以下会員という）が結婚したときに、次の結婚祝金を給付する。金額５０，０００円

　2　　（略）

　（出産祝金）

　第5条 　（出産祝金）

　1　会員またはその配偶者が出産したときに、会員に次の出産祝金を給付する。1児につき金額 ２０，０００円 　第5条

　2.3　　（略） 　1　会員またはその配偶者が出産したときに、会員に次の出産祝金を給付する。1児につき金額 ３０，０００円

　2.3　　（略）

　（入学祝金）

　第6条 　（入学祝金）

　1　会員の子供が小学校、中学校、高等学校に入学したときに、次により入学祝金を給付する。 　第6条

　　　　　　小 学 校 金額 ２０，０００円 中 学 校 金額 １０，０００円 高等学校 金額 １０，０００円 　1　会員の子供が小学校、中学校、高等学校に入学したときに、次により入学祝金を給付する。

　　　　　　小 学 校 金額 ２０，０００円 中 学 校 金額 ２０，０００円 高等学校 金額 ２０，０００円

　第２章第３節（略）

第４節　傷病給付 　第２章第３節（略）

　（入院見舞金） 第４節　傷病給付
　第11条 　（入院見舞金）

　1 会員または配偶者及び会員の扶養家族である子供・父母が傷病による療養のため６日以上入院した 　第11条

　　ときは、次により入院見舞金を給付する。会員 金額 ２０，０００円　配偶者 金額 ２０，０００円 　1 会員または配偶者及び会員の扶養家族である子供・父母が傷病による療養のため６日以上入院した

　　扶養家族である子供・父母 金額 １０，０００円 　　ときは、次により入院見舞金を給付する。会員 金額 ３５，０００円　配偶者 金額 ３５，０００円

　2　　（略） 　　扶養家族である子供・父母 金額 ２５，０００円

　2　　（略）


